
The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

市外局番の記載がないものは「0479」です。くらしの情報

剣道初心者・経験者大歓迎！多古剣友会
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　希望があった地域について無人ヘリコプターによる水稲の病害虫防除を実

施します。

散布期間● 7月 16日（日）～ 18日（火）
　　　　　※天候により、延期になる可能性があります。

◦動植物は室内に入れるか、シートなどで覆ってください。

◦�屋外に駐車してある車は水田から離れた場所に移動し、

　農薬がかかった場合はすぐに洗車してください。

◦洗濯物などは、散布が済んでから屋外に出してください。

◦散歩・通勤・通学時には、農薬がかからないようにご注意ください。

肥料購入費の支援

無人ヘリコプターによる空中散布
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住民票や各種証明書の休日交付を行っています

お問合せ●産業経済課農業振興係　☎76-5404

お問合せ●千葉県農業再生協議会（千葉県安全農業推進課内）

　　　　　☎043-223-2888

　他地区から本町区の祭礼に参加する方は、事前に行われる

踊りの練習に必ず出席してください。

日　　時●7月 21日（金）～23日（日）
　　　　　午後7時 30分～ 9時

会　　場●保健福祉センター駐車場

～肥料価格高騰に直面する農家の皆さまを支援します～
　肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に

向けて取り組む農業者の皆さまの肥料費を支援します。

　支援の対象となる肥料は、令和4年 11月から令和5年 5月に購入した

肥料（本年の春肥として使用した肥料）で、化学肥料低減に向けた取り組

みに2つ以上取り組むことが必要となります。

　農家の皆さまには回覧でもお知らせしていますが、農業事務所への申請

期限が 7 月 20 日（木）のため、申し込みがお済みでない方はお早めに肥
料購入店にお問い合わせください。

本町区祭礼からのお知らせ
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お問合せ●平山　 090-3536-1466

　原則として毎月の最終日曜日を『休日開庁日』としています。（税務課では町税などの納付もできます）
　『休日開庁日』に取り扱う業務は次のとおりです。
今月の開庁日時●7月30日（日）�午前9時～午後5時
■住民課　☎ 76-5401

　○証明書類交付業務（住民票、印鑑証明、戸籍証明、住所証明）
　○パスポート交付業務
　　※パスポートの交付時間は午前9時～午後4時30分までです。なお、申請の受付業務は行っておりません。
　○マイナンバーカード交付業務（事前電話予約制）
　　※マイナンバーカード交付時間は午前9時～午後5時です。詳しくはP13をご覧ください。

■税務課　☎ 76-5402
　○証明書類交付業務
　　納税証明（住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税）、所得証明、住民税課税・非課税証明、
　　固定資産課税台帳登載証明、資産証明、固定資産税評価額証明、固定資産税公課証明
　○町税などの収納業務（町税、国民健康保険税、介護保険料）

日曜日
開いてます‼

　国民年金保険料は、月額 16,520 円です。所得が少ないなど保険料を納めるのが困難な場合には、保険料の納付が
「免除」または「猶予」される制度があり、申請は 7 月から始まります。
免除の種類
●法定免除（障害年金受給者や生活保護を受けている方）
●全額免除、一部免除（3/4 免除、半額免除、1/4 免除）
猶予の種類
●納付猶予（50歳未満に限る）
●学生納付特例
※�免除・猶予ともに、申請者本人やご家族の所得による審査があり、一定の基準額に応じて免除額が変わります。
　詳しくはお問い合わせください。
免除期間はさかのぼれます

免除・猶予された保険料の追納
　免除などの承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。免除な
どの期間によっては、後から保険料を納めることができますが、保険料が割り増しされる場合もありますのでご注意く
ださい。

国民年金保険料の免除・猶予制度

手続き・お問合せ●住民課国保年金係　　　　　☎ 76-5405
　　　　　　　　　佐原年金事務所国民年金課　☎ 0478-54-1442

R3. 6 月分まで

最大で2年1カ月分
申請できる期間

R4.7R3.7
R5. 7 月に申請する場合

　いつでも見学・体験を受け付けています。剣道具も無料で貸し出します。
日　　時●【毎週日曜日】午前9時 30分～ 11時　【隔週木曜日】午後7時～ 8時
会　　場●中村小学校体育館
年 会 費● 4,300 円（保険・登録料込）
対　　象●小学生以上
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　個人事業主の方を対象に消費税のインボイス制度の説明会を開催します。

　なお、参加には事前予約が必要です。詳しくは佐原税務署へお問い合わせ
ください。

インボイス制度説明会

お問合せ●佐原税務署　☎ 0478-54-1331
　　　　　　　　　　　（※自動音声にしたがって、「2」を選択してください。）

　 開催日 時間 会場 定数

消費税の仕組みから
知りたい方向け

7月 4日（火）
午後1時 30分
～ 3時

東庄町役場�会議室 2（東庄
町笹川い4713-131）

15人

7月 5日（水）
午後1時 30分
～ 3時

佐原税務署1�大会議室
（香取市北1-4-1）

20人

消費税の仕組みは
ご存じの方向け

7月 25日（火）
午後1時 30分
～ 3時

神崎ふれあいプラザ�視聴
覚室（神崎町神崎本宿96）

40人

7月 26日（水）
午後1時 30分
～ 3時

多古町役場3階
大会議室

70人

お問合せ●木村　 090-4729-1578

●消費者相談
　（月～金曜日）
午前8時30分～午後5時15分
■内容消費生活や多重債務、
個人情報の保護など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　7月14日（金）
午前10時～午後5時
役場3階 第6会議室
■対象 15歳以上50歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880　※要予約

●住民相談
　7月21日（金）
午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎76-5401

●家庭教育相談
　（火 ･ 水 ･ 木曜日）
午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係
☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）
午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会
☎76-5940

●健康相談
　（月～金曜日） 
午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185　※要予約

●障害のある方の就労相談
　7月20日（木） 
午後1時～4時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課福祉係
☎76-3185　※要予約

●司法書士相談
　7月8日（土）
午後1時～5時
旭市海上公民会館（旭市高生1）
■内容相続・登記・法律の相談
■予約 7月6日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　7月16日（日）
午後1時30分～4時
八日市場公民館（匝瑳市八日市場イ2402）
■内容相続・遺言・協議書など
問あらい行政書士事務所
☎74-8518　※要予約

無料相談いろいろ

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。
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